
平

成

五

條

市

議

会

第

四

回

十

二

月

定

例

会

会

議

録
（
第

七

号
）

十

九

年

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
（
水
曜
日
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

議

事

日

程
（
第

九

号
）

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日

午
前
十
時
開
議

第

一

選
第

四
号

副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

追

加

日

程
（
第

十

号
）

第

一

選
第

五
号

常
任
委
員
の
所
属
変
更

追

加

日

程
（
第

十
一

号
）

第

一

選
第

六
号

議
会
運
営
委
員
の
選
任

追

加

日

程
（
第

十
二

号
）

第

一

選
第

七
号

特
別
委
員
の
選
任

追

加

日

程
（
第

十
三

号
）

第

一

推
第

三
号

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
推
せ
ん
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

第

二

同
第
十
四
号

五
條
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

議
事
日
程
の
と
お
り

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



出
席
議
員
（
二
十
一
名
）

一
番

西

本

幸

洋

二
番

太

田

好

紀

三
番

川

村

家

廣

四
番

藤

冨

美

恵

子

五
番

池

上

輝

雄

六
番

益

田

吉

博

七
番

山

田

由

比

己

八
番

山

田

澄

雄

九
番

峯

林

宏

政

十
番

西

尾

彦

和

十
一
番

北

山

和

生

十
二
番

山

本

久

和

十
三
番

花

谷

昭

典

十
四
番

佐

久

間

正

己

十
五
番

寺

本

保

英

十
六
番

樫

塚

凱

一

十
七
番

黄

木

英

夫

十
八
番

土

井

康

嗣

十
九
番

榮

林

末

次

二
十
番

大

谷

龍

雄

二
十
一
番

田

原

清

孝



─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

欠
席
議
員
（
な
し
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

説
明
の
た
め
の
出
席
者

市
長

吉

野

晴

夫

副
市
長

榮

林

勝

美

教
育
長
職
務
代
行
者

橋

本

重

夫

市
長
公
室
長

岡

本

和

人

総
務
部
長

上

山

保

見

生
活
産
業
部
長

林

正

信

西
吉
野
支
所
長

森

本

康

元

大
塔
支
所
長

竹

本

重

博

消
防
本
部
次
長

東

正

章

会
計
管
理
者

堤

好

文

水
道
局
長

阪

ノ

上

武

則

財
政
課
長

堂

阪

賢

治

秘
書
課
長

田

中

衛

庶
務
課
長

大

垣

賢

治

企
画
調
整
課
長

山

下

正

次

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

事
務
局
職
員
出
席
者

事
務
局
長

長

田

雅

光



事
務
局
次
長

乾

旬

事
務
局
主
任

西

峯

久

美

事
務
局
主
任

笹

谷

豊

速
記
者

柳

ヶ

瀬

五

美

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

午
前
十
一
時
二
十
分
再
開

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
昨
日
の
延
会
前
に
引
き
続
き
本
会
議
を
再
開
い
た
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
会
議
が
成
立
い
た
し
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
本
日
の
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
済
み
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─-

─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
日
程
第
一
、
選
第
四
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
延
会
前
に
上
程
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
継
続
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
よ
り
副
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
は
、
投
票
、
指
名
推
選
の
い
ず
れ
の
方
法
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。
（
「
二
十
番
」
の
声
あ
り
）
二
十
番
大
谷
龍
雄
議
員
。

○
二
十
番
（
大
谷
龍
雄
）
選
挙
の
方
法
は
、
投
票
で
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
副
議
長
の
選
挙
は
、
投
票
を
も
っ
て
行
う
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
御
異
議
が
な
い
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
副
議
長
の
選
挙
は
投
票
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。



議
場
を
閉
鎖
い
た
し
ま
す
。

〔
議
場
閉
鎖
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、
二
十
一
名
で
あ
り
ま
す
。

投
票
用
紙
を
配
付
さ
せ
ま
す
。

〔
投
票
用
紙
配
付
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
投
票
用
紙
の
配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
箱
を
改
め
さ
せ
ま
す
。

〔
事
務
局
次
長
投
票
箱
点
検
〕

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。
投
票
は
、
単
記
無
記
名
で
あ
り
ま
す
。
投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
記
載
の
上
、
点
呼
に
応
じ
て
順
次
投
票
を
願
い
ま
す
。

事
務
局
長
に
氏
名
を
点
呼
さ
せ
ま
す
。

〔
事
務
局
長
氏
名
を
点
呼
〕

〔
各
員
投
票
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
投
票
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
─
─
。

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

議
場
の
閉
鎖
を
解
き
ま
す
。

〔
議
場
開
鎖
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
開
票
を
行
い
ま
す
。



会
議
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
に
花
谷
昭
典
議
員
及
び
益
田
吉
博
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

よ
っ
て
、
両
議
員
の
立
会
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

投
票
箱
を
開
き
、
投
票
の
点
検
を
さ
せ
ま
す
。

〔
事
務
局
次
長
投
票
を
点
検
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
選
挙
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

投
票
総
数

二
十
一
票

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
出
席
議
員
数
に
符
合
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
う
ち

有
効
投
票

二
十
票

無
効
投
票

一
票

有
効
投
票
中

太
田
好
紀
議
員

十
一
票

大
谷
龍
雄
議
員

一
票

白
票

八
票

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
、
五
票
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
太
田
好
紀
議
員
が
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。
（
拍
手
）

た
だ
い
ま
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
太
田
好
紀
議
員
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
本
席
か
ら
会
議
規
則
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
知
い
た
し
ま
す
。

当
選
さ
れ
ま
し
た
太
田
好
紀
議
員
か
ら
、
当
選
承
諾
並
び
に
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ
を
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
太
田
好
紀
議
員
。

〔
太
田
好
紀
登
壇
〕

○
（
太
田
好
紀
）
た
だ
い
ま
議
長
か
ら
発
言
の
許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
副
議
長
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

た
だ
い
ま
、
皆
様
方
の
御
協
力
に
よ
り
副
議
長
に
就
任
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
か
ら
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
前
任
者
寺
本
議
長
、
ま
た
、
佐
久
間
副
議
長
に
お
い
て
は
、
こ
の
一
年
間
大
変
御
苦
労
を
か
け
た
こ
と
に
対
し
ま
し
て
、
心
か
ら
感
謝
と
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま



す
。私

も
前
任
者
と
同
様
、
議
長
を
補
佐
し
、
市
民
か
ら
信
頼
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
議
会
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
方
の
御
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
し
て
、
簡
単
措
辞
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
副
議
長
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
前
副
議
長
の
佐
久
間
正
己
議
員
か
ら
、
副
議
長
退
任
の
あ
い
さ
つ
を
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
佐
久
間
正
己
議
員
。

〔
佐
久
間
正
己
登
壇
〕

○
（
佐
久
間
正
己
）
議
長
の
発
言
の
お
許
し
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
副
議
長
の
退
任
の
あ
い
さ
つ
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

も
っ
た
い
な
く
も
、
先
ほ
ど
太
田
副
議
長
の
方
か
ら
、
寺
本
前
議
長
、
そ
し
て
私
前
副
議
長
に
過
分
な
る
お
ほ
め
の
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す

と
と
も
に
、
議
員
の
皆
様
方
、
そ
し
て
理
事
者
各
位
の
皆
様
方
に
は
、
こ
の
一
年
間
何
か
と
お
世
話
に
な
り
ま
し
て
、
つ
つ
が
な
く
大
役
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
寺

本
前
議
長
の
も
と
で
一
緒
に
活
動
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
終
生
忘
れ
ぬ
一
つ
の
大
き
な
歴
史
の
一
ペ
ー
ジ
を
刻
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
と
、
こ
の
よ
う
に
感
慨

深
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
西
尾
議
長
、
そ
し
て
太
田
副
議
長
の
も
と
で
、
一
致
団
結
し
て
市
民
の
負
託
に
答
え
る
た
め
に
、
ま
た
一
議
員
と
な
っ
て
全
力
投
球
し
た
い
と
い

う
ふ
う
に
、
更
な
る
決
意
を
い
た
し
て
お
り
ま
し
て
、
皆
様
方
に
支
え
て
い
た
だ
い
た
お
礼
に
、
壇
上
か
ら
で
は
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
し
て
、
退
任

の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
際
、
常
任
委
員
の
所
属
変
更
を
日
程
に
追
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
こ
の
際
、
常
任
委
員
の
所
属
変
更
を
日
程
に
追
加
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。



─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
議
案
及
び
日
程
を
配
付
さ
せ
ま
す
。

配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
―
―
。

配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
日
程
第
一
、
選
第
五
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
長
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
選
第
五
号

常
任
委
員
の
所
属
変
更
。

五
條
市
議
会
委
員
会
条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
の
所
属
変
更
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
提
出

五

條

市

議

会

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
意
見
調
整
の
た
め
休
憩
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
一
時
四
十
一
分
休
憩
に
入
る

午
後
三
時
一
分
再
開

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
再
開
い
た
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
会
議
が
成
立
い
た
し
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
日
程
第
一
、
選
第
五
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
休
憩
前
に
上
程
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
継
続
し
ま
す
。



お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
名
簿
の
と
お
り
そ
れ
ぞ
れ
常
任
委
員
会
の
所
属
を
変
更
し
た
い
と
の
申
出
が
あ
り
、
委
員
会
条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
い
た
し

ま
し
た
の
で
、
御
了
承
願
い
ま
す
。

ま
た
、
常
任
委
員
の
選
任
に
つ
き
ま
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
員
各
位
の
意
見
を
聞
き
、
御
協
議
を
願
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
委
員
会
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

お
手
元
に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
名
簿
の
と
お
り
そ
れ
ぞ
れ
指
名
い
た
し
ま
す
。

念
の
た
め
事
務
局
長
に
氏
名
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
総
務
文
教
常
任
委
員
会
、
大
谷
龍
雄
、
土
井
康
嗣
、
寺
本
保
英
、
花
谷
昭
典
、
西
尾
彦
和
、
峯
林
宏
政
、
川
村
家
廣
。

厚
生
常
任
委
員
会
、
田
原
清
孝
、
榮
林
末
次
、
黄
木
英
夫
、
樫
塚
凱
一
、
佐
久
間
正
己
、
山
田
由
比
己
、
藤
冨
美
恵
子
。

建
設
経
済
常
任
委
員
会
、
山
本
久
和
、
北
山
和
生
、
山
田
澄
雄
、
益
田
吉
博
、
池
上
輝
雄
、
太
田
好
紀
、
西
本
幸
洋
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
こ
の
際
申
し
上
げ
ま
す
。

土
井
康
嗣
議
員
、
花
谷
昭
典
議
員
、
北
山
和
生
議
員
、
西
尾
彦
和
議
員
、
藤
冨
美
恵
子
議
員
、
川
村
家
廣
議
員
及
び
太
田
好
紀
議
員
か
ら
議
会
運
営
委
員
を
辞
任
し
た
い
と
の

申
出
が
あ
り
、
委
員
会
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
御
了
承
願
い
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
際
、
欠
員
と
な
っ
て
お
り
ま
す
議
会
運
営
委
員
の
選
任
を
日
程
に
追
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
こ
の
際
、
議
会
運
営
委
員
の
選
任
を
日
程
に
追
加
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
議
案
及
び
日
程
を
配
付
さ
せ
ま
す
。

配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
―
―
。

配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
日
程
第
一
、
選
第
六
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
長
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
選
第
六
号

議
会
運
営
委
員
の
選
任
。

五
條
市
議
会
委
員
会
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
の
選
任
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
提
出

五

條

市

議

会

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
欠
員
と
な
っ
て
お
り
ま
す
委
員
の
選
任
に
つ
き
ま
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
員
各
位
の
御
意
見
を
聞
き
、
協
議
を
願
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
委
員
会
条
例
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
名
簿
の
と
お
り
指
名
い
た
し
ま
す
。

念
の
た
め
事
務
局
長
に
氏
名
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
議
会
運
営
委
員
会
、
田
原
清
孝
、
土
井
康
嗣
、
黄
木
英
夫
、
寺
本
保
英
、
峯
林
宏
政
、
益
田
吉
博
、
西
本
幸
洋
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
こ
の
際
申
し
上
げ
ま
す
。

榮
林
末
次
議
員
、
寺
本
保
英
議
員
、
益
田
吉
博
議
員
、
藤
冨
美
恵
子
議
員
、
川
村
家
廣
議
員
、
太
田
好
紀
議
員
及
び
西
本
幸
洋
議
員
か
ら
地
域
活
性
化
特
別
委
員
を
、
ま
た
、

土
井
康
嗣
議
員
、
黄
木
英
夫
議
員
、
花
谷
昭
典
議
員
、
山
本
久
和
議
員
、
北
山
和
生
議
員
、
山
田
澄
雄
議
員
及
び
池
上
輝
雄
議
員
か
ら
五
條
駅
南
北
道
建
設
促
進
及
び
市
街
地
整

備
特
別
委
員
を
、
ま
た
、
田
原
清
孝
議
員
、
大
谷
龍
雄
議
員
、
樫
塚
凱
一
議
員
、
佐
久
間
正
己
議
員
、
西
尾
彦
和
議
員
、
峯
林
宏
政
議
員
及
び
山
田
由
比
己
議
員
か
ら
自
然
環
境

及
び
吉
野
川
対
策
特
別
委
員
を
、
ま
た
、
西
尾
彦
和
議
員
か
ら
市
長
の
答
弁
虚
偽
疑
惑
及
び
公
職
選
挙
法
違
反
疑
惑
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
辞
任
し
た
い
と
の

申
出
が
あ
り
、
委
員
会
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
御
了
承
願
い
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
際
、
欠
員
と
な
っ
て
お
り
ま
す
特
別
委
員
の
選
任
を
日
程
に
追
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。



よ
っ
て
こ
の
際
、
特
別
委
員
の
選
任
を
日
程
に
追
加
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
議
案
及
び
日
程
を
配
付
さ
せ
ま
す
。

配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
─
─
。

配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
日
程
第
一
、
選
第
七
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
長
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
選
第
七
号

特
別
委
員
の
選
任
。

五
條
市
議
会
委
員
会
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
の
選
任
を
行
う
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
提
出

五

條

市

議

会

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
欠
員
と
な
っ
て
お
り
ま
す
委
員
の
選
任
に
つ
き
ま
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
員
各
位
の
御
意
見
を
聞
き
、
御
協
議
を
願
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
委
員
会
条
例

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
名
簿
の
と
お
り
指
名
い
た
し
ま
す
。

念
の
た
め
事
務
局
長
に
氏
名
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
地
域
活
性
化
特
別
委
員
会
、
大
谷
龍
雄
、
西
尾
彦
和
、
山
田
澄
雄
、
藤
冨
美
恵
子
、
川
村
家
廣
、
太
田
好
紀
、
西
本
幸
洋
。

五
條
駅
南
北
道
建
設
促
進
及
び
市
街
地
整
備
特
別
委
員
会
、
土
井
康
嗣
、
黄
木
英
夫
、
寺
本
保
英
、
花
谷
昭
典
、
北
山
和
生
、
峯
林
宏
政
、
山
田
由
比
己
。

自
然
環
境
及
び
吉
野
川
対
策
特
別
委
員
会
、
田
原
清
孝
、
榮
林
末
次
、
樫
塚
凱
一
、
佐
久
間
正
己
、
山
本
久
和
、
益
田
吉
博
、
池
上
輝
雄
。

市
長
の
答
弁
虚
偽
疑
惑
及
び
公
職
選
挙
法
違
反
疑
惑
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
、
大
谷
龍
雄
、
土
井
康
嗣
、
黄
木
英
夫
、
樫
塚
凱
一
、
寺
本
保
英
、
益
田
吉
博
、
藤
冨
美
恵

子
、
太
田
好
紀
。



─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
際
、
推
第
三
号
及
び
本
日
提
出
さ
れ
ま
し
た
同
第
十
四
号
を
日
程
に
追
加
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ

ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
こ
の
際
、
推
第
三
号
及
び
同
第
十
四
号
を
日
程
に
追
加
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
議
案
及
び
日
程
を
配
付
さ
せ
ま
す
。

配
付
漏
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
─
─
。

配
付
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
初
め
に
、
追
加
日
程
第
一
、
推
第
三
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

事
務
局
長
に
件
名
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
推
第
三
号

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
推
せ
ん
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
吉
野
市
長
。

〔
市
長

吉
野
晴
夫
登
壇
〕

○
市
長
（
吉
野
晴
夫
）
た
だ
い
ま
上
程
い
た
だ
き
ま
し
た
推
第
三
号

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
推
せ
ん
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
提
案
理
由
の
説
明
を
申
し
上
げ

ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
馬
場
禧
子
氏
が
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
任
期
満
了
の
た
め
、
そ
の
後
の
候
補
者
推
せ
ん
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

お
手
元
に
お
配
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
馬
場
禧
子
氏
を
再
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。



馬
場
氏
は
人
格
、
識
見
共
に
高
く
、
広
く
社
会
の
実
情
に
通
じ
、
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
適
任
者
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

議
員
各
位
に
は
御
理
解
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
御
推
挙
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
提
案
理
由
の
説
明
と
い
た
し
ま
す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
（
「
二
十
番
」
の
声
あ
り
）
二
十
番
大
谷
議
員
。

○
二
十
番
（
大
谷
龍
雄
）
現
在
、
今
推
せ
ん
さ
れ
ま
し
た
人
権
擁
護
委
員
の
馬
場
禧
子
氏
に
つ
き
ま
し
て
は
、
問
題
の
あ
る
方
だ
と
は
判
断
し
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
推
せ
ん

さ
れ
ま
し
た
吉
野
晴
夫
市
長
に
お
き
ま
し
て
は
、
現
在
、
地
方
自
治
法
第
百
条
第
一
項
に
基
づ
き
ま
し
て
、
平
成
十
九
年
五
條
市
議
会
第
二
回
六
月
定
例
会
の
一
般
質
問
に
対
す

る
市
長
の
答
弁
の
虚
偽
疑
惑
に
関
す
る
事
項
及
び
吉
野
市
長
の
公
職
選
挙
法
違
反
疑
惑
に
関
す
る
事
項
の
二
点
に
つ
い
て
調
査
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
ま
だ
疑
惑
が
晴
れ

て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
吉
野
晴
夫
市
長
か
ら
推
せ
ん
さ
れ
ま
し
た
こ
の
人
権
擁
護
委
員
の
方
に
お
き
ま
し
て
も
、
退
席
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
採
決
に
当
た
り
ま
し

て
は
棄
権
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
議
長
に
お
か
れ
ま
し
て
は
よ
ろ
し
く
取
り
計
ら
い
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
「
十
五
番
」
の
声
あ
り
）

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
寺
本
議
員
。

○
十
五
番
（
寺
本
保
英
）
私
も
、
今
大
谷
議
員
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
退
席
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
、
本
案
を
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

〔
賛
成
者
起
立
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
起
立
多
数
で
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
追
加
日
程
第
二
、
本
日
提
出
さ
れ
ま
し
た
同
第
十
四
号
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。



事
務
局
長
に
件
名
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。

○
事
務
局
長
（
長
田
雅
光
）
同
第
十
四
号

五
條
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
吉
野
市
長
。

〔
市
長

吉
野
晴
夫
登
壇
〕

○
市
長
（
吉
野
晴
夫
）
た
だ
い
ま
上
程
い
た
だ
き
ま
し
た
同
第
十
四
号

五
條
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
の
提
案
理
由
の
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

監
査
委
員
の
う
ち
、
議
会
か
ら
選
任
さ
れ
て
い
た
益
田
吉
博
委
員
か
ら
の
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
受
理
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

益
田
委
員
に
は
在
任
中
、
鋭
意
五
條
市
の
在
り
方
、
効
率
的
な
監
査
に
御
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
後
任
の
委
員
と
し
て
、
議
会
か
ら
推
挙
い
た
だ
き
ま
し
た
佐
久
間
正
己
議
員
に
お
願
い
す
る
も
の
で
、
同
議
員
は
人
格
が
高
潔
で
、
財
務
管
理
、
事
務
事
業
の
経
営
管

理
、
そ
の
他
行
政
運
営
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

議
員
各
位
に
は
御
理
解
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
満
場
一
致
の
御
賛
同
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
、
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
提
案
理
由
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
─
─
。

質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
に
つ
き
ま
し
て
は
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
本
案
は
、
討
論
並
び
に
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
本
案
を
採
決
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
は
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
同
意
さ
れ
ま
し
た
。



─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
こ
の
際
、
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

各
常
任
委
員
会
委
員
長
及
び
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
お
手
元
に
配
付
し
て
お
り
ま
す
閉
会
中
継
続
調
査
申
出
一
覧
表
の
と

お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
申
出
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

各
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
出
の
と
お
り
閉
会
中
の
継
続
調
査
と
す
る
こ
と
に
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
申
出
ど
お
り
閉
会
中
の
継
続
調
査
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

議
事
が
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
本
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
閉
会
に
当
た
り
ま
し
て
、
一
言
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

議
員
各
位
に
は
、
終
始
御
熱
心
に
御
精
励
賜
り
、
円
滑
な
る
運
営
に
御
尽
力
、
御
協
力
い
た
だ
き
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
た
び
は
議
員
各
位
の
温
か
い
御
支
援
に
よ
り
ま
し
て
、
議
長
に
御
推
挙
を
賜
り
ま
し
た
。

も
と
よ
り
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
市
政
の
発
展
と
議
会
の
円
滑
な
運
営
に
最
善
を
尽
く
す
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
理
事
者
側
各
位
並
び
に
議
員
各
位
に
は
、
何
と
ぞ
御
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
時
節
柄
、
健
康
に
は
十
分
御
自
愛
い
た
だ
き
、
御
家
族
そ
ろ
っ
て
良
い
年
を
お
迎
え
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
御
祈
念
申
し
上
げ
、
閉
会
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

市
長
か
ら
、
閉
会
の
ご
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
す
。
吉
野
市
長
。

○
市
長
（
吉
野
晴
夫
）
平
成
十
九
年
第
四
回
十
二
月
定
例
会
の
閉
会
に
当
た
り
ま
し
て
、
一
言
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

議
員
各
位
に
は
公
私
と
も
何
か
と
御
多
用
の
中
、
御
出
席
を
い
た
だ
き
、
慎
重
審
議
を
賜
り
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
議
会
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
議
案
中
の
一
部
を
除
き
、
原
案
ど
お
り
可
決
、
承
認
、
同
意
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。



今
議
会
に
お
い
て
は
、
西
尾
彦
和
議
長
を
中
心
と
し
た
市
議
会
の
新
体
制
を
決
め
て
い
た
だ
き
、
本
市
の
更
な
る
飛
躍
と
発
展
に
向
け
て
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
飾
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
市
政
の
運
営
に
つ
き
ま
し
て
も
、
本
定
例
会
中
議
員
各
位
か
ら
頂
き
ま
し
た
御
意
見
、
御
提
言
を
十
分
踏
ま
え
な
が
ら
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。

私
が
本
年
四
月
に
市
長
就
任
以
来
、
議
員
各
位
の
御
指
導
を
受
け
な
が
ら
務
め
て
ま
い
り
、
早
八
箇
月
が
経
過
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
提
案
い
た
し
ま
し
た
教
育
委
員
の

同
意
や
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
の
会
場
と
な
る
人
工
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
整
備
等
に
つ
い
て
、
御
理
解
い
た
だ
け
な
か
っ
た
こ
と
は
、
将
来
を
担
う
子
供
た
ち
の
教
育
や
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
開

催
に
よ
り
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
た
く
さ
ん
の
人
々
の
こ
と
を
思
う
と
非
常
に
残
念
で
あ
り
、
私
の
不
徳
の
い
た
す
と
こ
ろ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
皆
様
方
も
御
承
知
の
と
お
り
、
飯
田
元
県
会
議
長
が
入
院
さ
れ
、
現
在
闘
病
中
で
あ
り
ま
す
。
議
員
の
皆
様
共
々
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
一
日
も
早

い
回
復
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
が
、
議
員
各
位
に
は
こ
れ
か
ら
の
年
末
年
始
、
多
忙
な
日
が
続
く
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
ど
う
か
健
康
に
は
十
分
留
意
を
い
た

だ
き
、
ま
す
ま
す
御
活
躍
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
閉
会
に
当
た
り
ま
し
て
の
あ
い
さ
つ
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
議
長
（
西
尾
彦
和
）
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
平
成
十
九
年
第
四
回
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
三
時
二
十
六
分
閉
会

本
会
議
録
の
正
当
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
こ
こ
に
署
名
す
る
。

議

会

議

長

西

尾

彦

和

議

会

議

員

寺

本

保

英

議

会

議

員

佐

久

間

正

己



署

名

議

員

北

山

和

生

署

名

議

員

山

本

久

和

署

名

議

員

花

谷

昭

典


